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平成 26 年 2 月 

指定海上防災機関 

一般財団法人海上災害防止センター 

 

 



 平成 26 事業年度（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの期間）

における指定海上防災機関一般財団法人海上災害防止センターの事業計画は、

次のとおりとする。 

 

 平成 26事業年度においては、キソー化学工業株式会社からの事業譲渡を受け、

西日本支所（兵庫県神戸市）を新設することにより西日本における拠点を確保

し、ＨＮＳ等防除体制の充実強化を図ることとする。 

また、海上で培ったＨＮＳ等防除のノウハウを活用し、海上防災業務以外の

業務として、海上防災業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼさない範囲内で、

湖沼、河川等において、陸上危険物輸送事業者等を対象とする新規事業につい

ても積極的に取り組み、指定海上防災機関として経営基盤の強化に努める。 

 

１．海上防災業務 

 (1) １・２号業務（防災措置の実施） 

   ① 排出油等防除措置 

    海上保安庁長官の指示又は船舶所有者その他の者からの委託を受けて、

排出油等の防除のための措置を実施する。 

  ② 消防措置 

    船舶所有者その他の者からの委託を受けて、消火及び延焼の防止のた

めの措置を実施する。 

 

 (2) ３号業務（防除資機材の保有等） 

① ＨＮＳ防除資機材等の保有等 

ア 特定油以外のガソリン、灯油等の揮発性の高い油やキシレン、ベンゼ

ン等の有害液体物質（「ＨＮＳ」という。）の防除資機材を保有し、及び

排出油等の防除に関する知識を有する要員を確保し、船舶所有者その他

の者の依頼により、その利用に供する。 

       ＨＮＳ資機材要員配備基地             31 基地 

   イ 対象船舶が適用海域を航行するとき、船舶所有者からの依頼によりＨ

ＮＳ防除資機材の配備及び要員の確保を証する書類を発行する。 

       ＨＮＳ資機材要員配備証明書発行予定件数    1,836 件 

② 海上災害セーフティサービス 

臨海部石油コンビナート地域における石油・石化企業等に対し、ＨＮＳ

等の排出事故に対応するための海上災害セーフティサービス（「ＭＤＳＳ」

という。）を提供する。 

       ＭＤＳＳ契約予定事業所数            215 事業所 

③ 特定油防除資機材の保有等 

   ア 特定油防除資材及び油回収装置を保有し、船舶所有者その他の者の

依頼により、その利用に供する。 

       特定油防除資材備付基地             32 基地 



       油回収装置配備基地               10 基地 

   イ 特定油防除資材又は油回収装置の保管等を委託している業者に、油

回収装置の運用、特定油防除資材の搬出訓練を実施させる。 

       特定油防除資材搬出訓練予定基地         32 基地 

       油回収装置運用訓練予定基地           10 基地 

   ウ 対象船舶が適用海域を航行するとき、船舶所有者からの要請により

特定油防除資材の備付け及び油回収装置の配備を証する書類を発行す

る。 

       特定油防除資材備付証明書発行予定件数     1,174 件 

       油回収装置等配備証明書発行予定件数       834 件 

   エ 国家石油備蓄基地における特定油防除資材に関し、委託に基づき維

持管理業務を行う。 

④ 消防船による火災警戒 

  消防船２隻（おおたき及びきよたき）を保有し、船舶所有者その他の者

から委託を受けて、東京湾においてタンカー等の航行中、停泊中及び荷役

中の火災警戒を行う。 

       対象船舶予定隻数               2,042 隻 

  ⑤ その他 

    ①～④のほか、船舶所有者その他の者からの委託を受けて、ＨＮＳ等

の排出事故に対応するためのサービスを提供する。 

 

 (3) ４号業務（海上防災訓練） 

  ① ＳＴＣＷ条約に基づく船員法の規定により、消防訓練を受けることが

必要な危険物積載船に乗組む船舶職員に対して消火実習を主体とした訓

練を行う。 

    また、タンカー、カーフェリー、旅客船、警戒業務用船等の乗組員、

石油コンビナート企業の従業員等に対し、消防、排出油等防除訓練など

の海上防災措置に関する座学及び実習を行う。 

       訓練受講予定者数               1,218 人 

  ② 防災訓練所において各種団体からの委託を受けて、危険物火災及び排

出油等の防除などに関する教育訓練を行う。 

  ③ その他 

   ア 契約防災措置実施者の防除措置に係る技能の向上を図るため、契約

防災措置実施者に対して、危険物火災及び排出油等の防除などに関す

る教育訓練並びにＨＮＳ等防除資機材の取扱訓練等を行う。 

   イ 石油・石化企業等からの委託を受けて、危険物火災及び排出油等の

防除などに関する教育訓練を行う。 

   ウ 国家石油備蓄基地等からの委託を受けて、当該企業等の流出油事故

等への対応計画に対応した組織演習、実働訓練等を実施し、より実用

的な計画への改定提案を行う。 



 

 (4) ５号業務（調査研究） 

  ① 調査研究の実施 

    次の調査研究を実施する。 

   ア 潮流調査及びＨＮＳ等海上流出対応手法に関する調査研究 

   イ 米軍基地周辺の潮流観測及び情報図作成（佐世保） 

   ウ ＬＮＧ基地の海上防災対策に関する調査研究（酒田） 

   エ 油回収装置性能試験 

   オ その他海上防災に関する調査研究 

  ② 成果の普及・啓発 

    これまでの調査研究の成果（受託研究を除く。）をホームページ上で継

続公開し、引き続き、成果の普及・啓発を図る。 

  ③ その他 

   ア 石油・石化企業等からの委託を受けて、工業排水の水質分析業務、

船舶等の飲料水検査その他海上防災に係る環境分析業務を行う。 

   イ 船舶所有者その他の者からの委託を受けて、ＨＮＳ等による各種事

故原因等の調査研究を行う。 

 

 (5) ６号業務（情報の収集等） 

   海上防災のための措置に関する情報を収集整理し、船舶所有者その他の

者への情報の提供を行う。 

 

 (6) ７号業務（指導及び助言） 

   船舶所有者その他の者からの委託を受けて、海上防災に関する指導助言

を行う。 

 

 (7) ８号業務（国際協力） 

  ① 開発途上国関係機関の防災従事者等に対し、国際海事機関のカリキュ

ラムに準拠した訓練内容等で構成する外国人研修を行う。 

② その他海上災害の防止に関する国際協力の推進を行う。 

 

 (8) ９号業務（その他） 

    (1)～(7)の業務に附帯する業務を行う。 

 

２．海上防災業務以外の業務 

  海上防災業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼさない範囲内で、湖沼、

河川等において、次に掲げる業務を実施する。 

(1) 防災措置の実施 

危険物取扱事業者（荷主、輸入業者など）等から委託を受けて、排出油

等の防除、火災及び延焼の防止のための措置を実施する。 



(2) 防除資機材の保有等 

危険物取扱事業者等に対し、ＨＮＳ等の排出事故に対応するための危険

物質事故対応サービス（「ＨＡＺＭＡＴers」という。）を提供する。 

 

３．その他 

 ① キソー化学工業株式会社の営む事業のうち次の事業を譲り受ける｡ 

  ア 環境汚染物質を含む各種物質に係る分析事業 

  イ ＨＮＳ等にかかる防除措置その他有害で危険な環境への対処に関する 

指導助言事業 

  ウ ア及びイの事業に付帯関連する一切の事業 

 ② 上記事業譲渡に伴い西日本支所（兵庫県神戸市）を新設し、堺泉北駐在

所（大阪府岸和田市）及び鹿児島駐在所（鹿児島県鹿児島市）を廃止する。 

③ 排出油等防除措置の実施に備え、特殊当座貸越契約を締結する。 


